
広島市条例第５６号

令和７年１２月２５日

広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条

例等の一部を改正する条例等の一部改正について

広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一

部を改正する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。

広島市長 松 井 一 實

広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条

例等の一部を改正する条例等の一部を改正する条例

（広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の

一部を改正する条例の一部改正）

第１条 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例

等の一部を改正する条例（昭和４１年広島市条例第４７号）の一部を次

のように改正する。

附則第４項中「平成１２年４月分」を「令和６年４月分」に改め、同

項の表中「１，１３２，７００」を「１，１６３，３００」に、「８４

９，５００」を「８７２，４００」に、「７９２，０００」を「８１３，

４００」に改める。

附則第７項中「平成１２年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に

改める。



第２条 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例

等の一部を改正する条例（昭和４１年広島市条例第４７号）の一部を次

のように改正する。

附則第４項中「令和６年４月分」を「令和７年４月分」に改め、同項

の表中「１，１６３，３００」を「１，１８５，９００」に、「８７２，

４００」を「８８９，４００」に、「８１３，４００」を「８２９，２

００」に改める。

附則第７項中「令和６年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改

める。

（広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の

一部を改正する条例の一部改正）

第３条 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例

等の一部を改正する条例（昭和５１年広島市条例第６１号）の一部を次

のように改正する。

附則第８項中「一」を「いずれか」に改め、同項第１号中「２６万７，

５００円」を「２７万３，９００円」に改め、同項第２号中「１５万２，

８００円」を「１５万６，４００円」に改め、同項第３号中「１５万２，

８００円」を「１５万６，０００円」に改める。

第４条 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例

等の一部を改正する条例（昭和５１年広島市条例第６１号）の一部を次

のように改正する。

附則第８項第１号中「２７万３，９００円」を「２７万９，１００円｣

に改め、同項第２号中「１５万６，４００円」を「１５万９，４００円｣



に改め、同項第３号中「１５万６，０００円」を「１５万９，０００円｣

に改める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の

一部を改正する条例（昭和４１年広島市条例第４７号）は、第１条の規

定によってまず改正され、次いで第２条の規定によって改正されるもの

とする。

３ 広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の

一部を改正する条例（昭和５１年広島市条例第６１号）は、第３条の規

定によってまず改正され、次いで第４条の規定によって改正されるもの

とする。

４ 第１条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶

助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例（以下「令和６年改正

後の昭和４１年改正条例」という。）の規定及び第３条の規定による改

正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例

等の一部を改正する条例（以下「令和６年改正後の昭和５１年改正条例｣

という。）の規定並びに附則第９項の規定は、令和６年４月１日から適

用する。

５ 第２条の規定による改正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶

助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例（以下「令和７年改正

後の昭和４１年改正条例」という。）の規定及び第４条の規定による改

正後の広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例



等の一部を改正する条例（以下「令和７年改正後の昭和５１年改正条例｣

という。）の規定は、令和７年４月１日から適用する。

６ 令和６年４月分から令和７年３月分までの吏員に給する退隠料又はそ

の遺族に給する遺族扶助料（以下「退隠料等」という。）については、

これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそ

れぞれ対応する附則別表第１の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料

年額とみなし、広島市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給

与金条例（昭和２４年４月２８日広島市条例第２７号。以下「退隠料条

例」という。）（令和６年改正後の昭和４１年改正条例附則及び令和６

年改正後の昭和５１年改正条例附則を含む。）の規定によって算出して

得た年額に改定する。

７ 令和７年４月分以降の退隠料等については、これらの年額を、これら

の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表

第２の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料条

例（令和７年改正後の昭和４１年改正条例附則及び令和７年改正後の昭

和５１年改正条例附則を含む。）の規定によって算出して得た年額に改

定する。

８ この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給権

者の請求を待たずに行う。

９ この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、

当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、５０円未満の端数があ

るときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数があるときは

これを１００円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等の年額とする。



附則別表第１（附則第６項関係）

退隠料等の年額の計算の基礎
仮 定 給 料 年 額

となっている給料年額

円 円
１，７０３，１００ １，７４９，１００

１，７５９，８００ １，８０７，３００

１，８１７，２００ １，８６６，３００

１，８８８，７００ １，９３９，７００

１，９３３，９００ １，９８６，１００

１，９９２，０００ ２，０４５，８００

２，０４８，７００ ２，１０４，０００

２，１６１，０００ ２，２１９，３００

２，１９１，２００ ２，２５０，４００

２，２７７，８００ ２，３３９，３００

２，３９２，８００ ２，４５７，４００

２，５２０，０００ ２，５８８，０００

２，５８４，９００ ２，６５４，７００

２，６４６，８００ ２，７１８，３００

２，７３５，２００ ２，８０９，１００

２，７８７，３００ ２，８６２，６００

２，９３８，０００ ３，０１７，３００

３，０１２，９００ ３，０９４，２００

３，０９０，９００ ３，１７４，４００



３，２４１，４００ ３，３２８，９００

３，３９３，０００ ３，４８４，６００

３，４３２，６００ ３，５２５，３００

３，５５７，９００ ３，６５４，０００

３，７３５，７００ ３，８３６，６００

３，９１１，９００ ４，０１７，５００

４，０２０，６００ ４，１２９，２００

４，１２６，７００ ４，２３８，１００

４，３４２，０００ ４，４５９，２００

４，５５２，８００ ４，６７５，７００

附則別表第２（附則第７項関係）

退隠料等の年額の計算の基礎

仮 定 給 料 年 額
となっている給料年額

円 円

２，０４５，８００ ２，０８５，６００

２，１０４，０００ ２，１４５，０００

２，２１９，３００ ２，２６２，６００

２，２５０，４００ ２，２９４，２００

２，３３９，３００ ２，３８４，９００

２，４５７，４００ ２，５０５，３００

２，５８８，０００ ２，６３８，４００

２，６５４，７００ ２，７０６，４００



２，７１８，３００ ２，７７１，２００

２，８０９，１００ ２，８６３，８００

２，８６２，６００ ２，９１８，３００

３，０１７，３００ ３，０７６，１００

３，０９４，２００ ３，１５４，５００

３，１７４，４００ ３，２３６，２００

３，３２８，９００ ３，３９３，７００

３，４８４，６００ ３，５５２，５００

３，５２５，３００ ３，５９３，９００

３，６５４，０００ ３，７２５，１００

３，８３６，６００ ３，９１１，３００

４，０１７，５００ ４，０９５，８００

４，１２９，２００ ４，２０９，６００

４，２３８，１００ ４，３２０，７００

４，４５９，２００ ４，５４６，１００

４，６７５，７００ ４，７６６，８００


